
平成 25 年 3 月 31 日現在 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 津和野町 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：津和野町社会福祉協議会 

委託内容：① 講演会の開催 

     ② 研修会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 講演会の開催 

 （講演会の名称） 

   「分かりやすい成年後見制度についての講演会」 

 （対象者） 津和野町民 

 （講師）社会福祉士 坂本榮子 氏 

 （講演内容） 

   テーマ：「成年後見制度って何？」 

・成年後見制度について、現状を含め分かりやすく解説。 

・高齢者や障がい者の権利擁護について普及・啓発をおこなう。 

・成年後見制度（町民後見人養成）について周知をおこない、町民後見

人養成講座の説明や参加者の募集を行なう。 

 

 ② 研修会の開催 

 （研修の名称） 

   「津和野町町民後見養成講座」 

 （対象者）津和野町民で、研修修了後に町民後見人等として活動する意欲の

ある方。 

 （養成講座カリキュラム） 

   基礎講習（２日間、約１０時間）グループワークを含む。 

   カリキュラム内容については、津和野町町民後見検討委員会にて協議・

検討して決定。 

 （講師）弁護士、司法書士、社会福祉士、看護師、学識経験者等。 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

24年 8月  第１回 津和野町町民後見検討委員会 開催 

      講演会・養成講座の検討等 

  10月  第２回 津和野町町民後見検討委員会 開催 

      養成講座カリキュラム・実施日・講師等の検討・決定 

  10月  講演会の開催 

25年１月  養成講座の開催 

25年 3月  第３回 津和野町町民後見検討委員会 開催 

 

備      考 

 

 

別添 



平成 25 年 3 月 31 日現在 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 津和野町 

 

事 業 区 分 （２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：津和野町社会福祉協議会 

委託内容：町民後見推進のための検討会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜津和野町町民後見検討委員会の開催＞ 

 （構成メンバー） 

弁護士、司法書士、社会福祉士、津和野町社会福祉協議会、行政等 

 （検討内容） 

  ・研修会や養成講座のカリキュラムの検討を行なう。 

  ・今後の町民後見のあり方について検討を行なう。 

  ・来年度以降の実施内容について検討を行なう。 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

24年 8月  第１回 津和野町町民後見検討委員会 開催 

      講演会・養成講座の検討等 

  10月  第２回 津和野町町民後見検討委員会 開催 

      養成講座カリキュラム・実施日・講師等の検討・決定 

25年 3月  第３回 津和野町町民後見検討委員会 開催 

      来年度以降の実施内容について検討 

 

備      考 

 

 

 

別添 


